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●　万引き、オートバイ盗、自転車盗及び占有離脱物横領をいう。

●　成人は20歳以上、少年は14歳から19歳の人口1,000人当たりの検挙人員をいう。
　　※　各市町村の人口は、令和３年１月１日現在における埼玉県町（丁）字別人口調査による。

●　検挙された刑法犯少年（犯罪少年）のうち、かつて非行を犯した少年の割合をいう。

●　少年の福祉と保護を目的とした各種特別法・条例に違反する犯罪をいう。

●　非行少年・・・・犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。

　○　犯罪少年・・・罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をいう。

　○　触法少年・・・犯罪に触れる行為をした14歳未満の少年をいう。

　○　ぐ犯少年・・・保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事

由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を

犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

をいう。

●　不良行為少年・・非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかい、

その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年を

いう。

●　刑法犯少年・・・刑法等に規定する罪（交通関係を除く。）を犯した（犯罪

に触れる行為をした）少年をいう。

　○　刑法犯の罪種別分類

　　・　凶悪犯・・・殺人、強盗、放火、強制性交等

　　・　粗暴犯・・・凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝

　　・　窃盗犯・・・窃盗（ひったくり、万引き、オートバイ盗、自転車盗等）

　　・　知能犯・・・詐欺、横領、偽造等

　　・　風俗犯・・・賭博、わいせつ（強制、公然等）

　　・　その他・・・占有離脱物横領、器物損壊等の上記に掲げるもの以外の罪種

●　被害少年・・・・犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を

受けた少年（18歳未満）をいう。
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１　刑法犯少年

　(1)　全国と本県の比較

ア　 検挙・補導人員の推移

Ⅰ　少年非行情勢

１ー１図　刑法犯少年の検挙・補導人員の推移（昭和 25年～令和３年）
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１ー２ 図　 刑法犯少年の男女別検挙・補導人員の推移（平成24年～令和３年）
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イ　都道府県別検挙・補導人員

 ウ　刑法犯全体に占める少年の割合の推移

 エ　人口比の推移

１ー４図　刑法犯全体に占める少年の割合の推移（平成24年～令和３年）
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１ー５図　刑法犯少年（犯罪少年）の人口比の推移（平成24年～令和３年）
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１ー３図　刑法犯少年の都道府県別検挙・補導人員（令和３年）
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　(2)　県内の情勢
ア　学職別構成比の推移

イ　罪種別の推移

ウ　触法少年の推移

R３年29 30 R元24 25 26 27 28

１ー７図　刑法犯少年の罪種別の推移（平成24年～令和３年）
検挙・補導人員（人員） 

3,000 

1,500 

75 

50 

100 

25 

0 

粗暴犯

粗暴犯 窃盗犯 その他 知能犯 凶悪犯 風俗犯

2,718 

窃盗犯
その他

2,277 

187,1
1,527 1,495 

1,270 

949 
1,154 

925
686 631 675 

404 

306 

478 433

277 

凶悪犯88 88 84 
75 73 

40

44

33

33

63 
79 

47 64 

91
74

104

59
65 

45 44

43

40

39

20
38

風俗犯
33

275 

921

292

201

659

281

216

63
知能犯

73

37

395

217

186

30

R２

635

216

282

１ー６図　刑法犯少年の学職別構成比の推移（平成24年～令和３年）
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１ー８図　触法少年（男女別）の推移（平成24年～令和３年）
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エ　市区町村別にみる刑法犯少年（犯罪少年）の現状

１ー１表 刑法犯少年(犯罪少年)の検挙人員 １－２表 刑法犯少年（犯罪少年）の人口比
● さ い た ま 市

順位 区　名 刑法犯少年
（人）

0　　　　　10　　　　　20　　　　30

1 見 沼 区 20

2 南 区 18

3 北 区 16

4 緑 区 11

4 岩 槻 区 11

6 大 宮 区 10

7 西 区 9

8 桜 区 8

8 中 央 区 8

10 浦 和 区 1

順位 区　名 人口比
少年人口1,000人当たり （人）

0.0　 1.0　  2.0　  3.0　  4.0　 5.0

1 見 沼 区 2.1

2 北 区 1.9

3 西 区 1.8

3 岩 槻 区 1.8

3 南 区 1.8

3 大 宮 区 1.8

7 桜 区 1.5

8 中 央 区 1.4

8 緑 区 1.4

10 浦 和 区 0.1

順位 市　名 人口比 少年人口1,000人当たり （人）

0.0　1.0　2.0　3.0　4.0　5.0　 6.0

1 入 間 市 4.1

2 戸 田 市 3.7

3 羽 生 市 3.1

4 加 須 市 2.9

5 春 日 部 市 2.7

6 本 庄 市 2.6

7 鶴 ヶ 島 市 2.5

8 行 田 市 2.4

9 蕨 市 2.2

9 川 越 市 2.2

11 日 高 市 2.1

12 吉 川 市 2.0

12 深 谷 市 2.0

14 川 口 市 1.9

14 狭 山 市 1.9

16 白 岡 市 1.8

16 久 喜 市 1.8

16 鴻 巣 市 1.8

16 北 本 市 1.8

20 三 郷 市 1.7

20 幸 手 市 1.7

22 草 加 市 1.6

22 蓮 田 市 1.6

24 志 木 市 1.5

24 上 尾 市 1.5

24 飯 能 市 1.5

27 八 潮 市 1.3

28 新 座 市 1.2

28 秩 父 市 1.2

28 和 光 市 1.2

28 越 谷 市 1.2

32 朝 霞 市 1.1

32 所 沢 市 1.1

34 坂 戸 市 1.0

34 桶 川 市 1.0

34 ふじみ野市 1.0

37 東 松 山 市 0.9

38 熊 谷 市 0.8

39 富 士 見 市 0.7

順位 町村名 人口比
少年人口1,000人当たり （人）

0.0　1.0　2.0　3.0　4.0　5.0　 6.0

1 長 瀞 町 5.5

2 伊 奈 町 3.6

3 神 川 町 2.9

4 小 川 町 2.4

5 横 瀬 町 2.2

6 杉 戸 町 2.1

6 上 里 町 2.1

8 寄 居 町 1.9

9 松 伏 町 1.7

10 宮 代 町 1.3

11 三 芳 町 0.8

12 毛 呂 山 町 0.6

● 市（  さ い た ま 市 を 除 く  ）

順位 市　名 刑法犯少年
（人）

0　　　20　　　40　　　60　　　80　　100

1 川 口 市 60

2 川 越 市 42

3 入 間 市 34

4 春 日 部 市 32

5 戸 田 市 28

6 草 加 市 22

6 越 谷 市 22

8 上 尾 市 19

8 所 沢 市 19

10 加 須 市 17

11 深 谷 市 16

12 狭 山 市 14

12 久 喜 市 14

14 三 郷 市 12

15 新 座 市 11

15 鴻 巣 市 11

15 本 庄 市 11

18 行 田 市 10

18 鶴 ヶ 島 市 10

20 羽 生 市 9

20 吉 川 市 9

22 熊 谷 市 8

22 朝 霞 市 8

24 日 高 市 7

24 蕨 市 7

26 ふ じ み 野 市 6

26 坂 戸 市 6

26 北 本 市 6

26 八 潮 市 6

26 飯 能 市 6

26 志 木 市 6

32 蓮 田 市 5

32 和 光 市 5

32 白 岡 市 5

35 富 士 見 市 4

35 桶 川 市 4

35 東 松 山 市 4

35 幸 手 市 4

35 秩 父 市 4

● 町村

順位 町村名 刑法犯少年
（人）

0　　　　　5　 　 　 　 10　 　 　 15

1 伊 奈 町 12

2 杉 戸 町 5

3 上 里 町 4

4 小 川 町 3

4 寄 居 町 3

4 松 伏 町 3

7 宮 代 町 2

7 三 芳 町 2

7 長 瀞 町 2

7 神 川 町 2

11 毛 呂 山 町 1

11 横 瀬 町 1

（注）検挙した少年がいない町村を除く。
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１ー９図　全国と本県の再犯者率の推移（平成24年～令和３年）
(割合) 
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１ー10図　罪種別の再犯者率（令和３年）
再犯者 合  計 
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１ー11図　初発型非行の検挙・補導人員と刑法犯少年に占める割合の推移（平成24年～令和３年）
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１ー12図　特殊詐欺の検挙人員の推移（平成24年～令和３年）
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34 
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60

31

15 

63

45

うち特殊詐欺 知能犯検挙・補導人員 

１ー13図　学職別検挙状況（令和３年）

計 43人

高校生
13人
30.2％

有職
６人
14.0％

無職
21人
48.8％

大学・専門

２人

4.7％

中学生

１人

2.3％

１ー15図　役割別検挙状況（令和３年）

計 43人

受け子
39人
90.7％

回収  １人

2.3％

リクルーター

２人

4.7％

その他  1 人 

 2.3％

１ー14図　年齢別検挙状況（令和３年）

計 43人

16 歳
４人
9.3％

19 歳
14 人
32.6％

17 歳
16 人
37.2％18 歳

７人
16.3％

14 歳　１人
2.3％

15歳　１人
2.3％

１ー16図　男女別検挙状況（令和３年）

計 43人

男子
36人
83.7％

女子

７人

16.3％

キ　特殊詐欺
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２　不良行為少年

　(1)　不良行為少年の補導人員
１ー17図　不良行為少年の補導人員の推移（平成24年～令和３年）

(人員) 

120,000 

80,000 

40,000 

0 

不良行為少年 
（全国） 

917,926 

怠学等

埼玉県 全国

(人員) 

1,200,000 

800,000 

400,000 

0 

怠学等 深夜はいかい 喫煙 全国不良行為少年

809,652 

731,174 

641,798 

55,896 
536,420 

49,754 
44,864 

38,264 
34,544 

29,243
26,476

21,099
14,991

476,284

404,754 374,982
333,182

24 25 26 27 28 29 30 R２R元 R３年

14,550

308,563

6,988
5,867
1,695

深夜
はいかい

喫煙

不良行為少年

（埼玉県）

１ー18図　不良行為少年の男女別補導状況（令和３年）

女子

4,948 人

34.0％

男子

9,602 人

66.0％

計 14,550 人

１ー19図　不良行為少年の学職別補導状況（令和３年）
未就学・小学生

642 人

4.4％

中学生

4,045 人

27.8％

大学・専門

116 人

0.8％

高校生

7,392 人

50.8％

有職  1,326 人
9.1％ 無職

1,029 人

7.1％

計 14,550 人

１ー20図　不良行為少年の時間帯別補導状況（令和３年）
(人員） 

6,000

5,000

4,000

2,000

3,000

1,000

0 
0～2 2～4 4～6 6～8 8～10 10～12 12～14 14～16 16～18 18～20 20～22 22～0（時間）

2,415

809

105 76 219

568
395 513

736

4,065

899

3,750
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　(2)　主な行為別の補導状況

ア　喫煙

イ　深夜はいかい

11,872人 2,789人

男子1,484人 

女子211人 

１ー21図　喫煙の補導人員の比較（平成24年・令和３年）

平成
24年

14,661人 

令和
３年 1,695人 

0 5,000 10,000 15,000 20,000（人員）

男子 女子

１ー23図　深夜はいかいの補導人員の比較
　　　　　　（平成24年・令和３年）

平成
24年

33,053人 

令和
３年 5,867人 

0 10,000 20,000 30,000 40,000（人員）

男子 女子

22,784人

女子 1,904人

10,269人

男子 3,963人

１ー22図　喫煙の学職別補導状況（令和３年）

計 1,695 人

高校生
750 人
44.2％

大学・専門
11人
0.6％

有職
466 人
27.5％

無職
323 人
19.1％

小学生
２人
0.1％

中学生
143 人
8.4％

１ー24図　深夜はいかいの学職別補導状況（令和３年）

計 5,867 人

高校生
3,927 人
66.9％

中学生
779 人
13.3％

大学・専門
32 人
0.5％

無職
495 人
8.4％

有職
588 人
10.0％

未就学・小学生

46人

0.8％

　非行につながる不良行為の例として、喫煙・飲酒、深夜はいかい、怠学などがあげられますが、

このような行為の前兆として、

などがあります。

　子供が非行に走ったり、犯罪被害に巻き込まれないようにするためには、

普段のコミュニケーションにより子供の変化を見逃さないことが大切です。

●服装や持ち物、髪型の急な変化	 	 ●乱暴な行為や言葉遣いの乱れ

●家庭での会話がなくなる（少なくなる）	 ●外泊や深夜の外出

●学校での遅刻・欠席の増加や、荒れた授業態度

不良行為を未然に防ぐための重要なポイント！
～子供の変化に関心を～
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